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本日の研修のテーマ

Ⅰ 運営指導の重点

Ⅱ 事例編
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Ⅰ 運営指導の重点
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重点事項

指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の運営指導では、基準条例を満たしている

かどうか、「自主点検表」に基づいて網羅的に確認していますが、特に、次の事項に重点を

置いています。

1. 人員基準を満たしているか。特に、人員基準欠如となった場合、適切な対応をとっているか。

2. 入所者サービスについて、特に次の事項を確認しているか。

① 身体的拘束等の適正化への取組

② 高齢者虐待防止等の取組

③ 事故発生時の対応

3. 施設サービス計画の作成に当たって、一連のプロセスを適切に踏んでいるか。また、当該施設サービ
ス計画に基づき、具体的なサービスの記録が作成されているか。

4. 介護福祉施設サービス費の請求は適切に行われているか。

① 基本報酬の基本原則を踏まえているか。

② 加算を算定する場合、加算要件に該当しているか。加算を証明するサービス提供記録がなけれ
ば請求できないことに留意。 4



Ⅱ事例編

１．人員基準について
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事例１．勤務表の作成

入所者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、従業者の勤務体制を定めなけ
ればならないとされており、具体的には勤務表を作成しなければならないとされています。

しかしながら、歴月ごとの勤務表が作成されていないため、配置員数が明確になっていない
事例がありました。

【留意点】

指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）ごとに、原則として月ごとに勤務表（シフト
表）を作成（ユニットにあってはユニットごと）し、従業員の日々の勤務時間、常勤・非常勤
の別、介護職員及び看護職員等の配置、管理者との兼務関係等を明確にしてください。

※兼務している職員については、それぞれの職種の勤務時間が明確になるよう勤務表に記

載してください。
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（赤本p.847-848、904）（基準条例第90号第30条第1項、基準条例第87号第24条第1項） 



事例２．認知症介護に係る基礎的な研修の受講

全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定す
る政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に
係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講ずることとされています。

しかしながら、研修受講が必要な従業者に対し研修を受講させていない事例がありました。

【留意点】

介護に直接携わる従業者のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護
基礎研修の受講が義務付けられました。

なお、令和6年4月以降に新規採用した従業者のうち、研修受講対象者へは、採用から1年以
内に研修を受講させてください。

（赤本p.848、904）（基準条例第90号第30条第3項、基準条例第87号第24条第3項） 
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事例３．介護支援専門員の配置

介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者を1人以上配置しなければならないと
されています。（ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該施設の他の職務に従事する
ことができる）

しかしながら、更新研修修了後に資格登録に係る申請手続きを行わなかったことにより、介
護支援専門員の資格が失効となっていた事例がありました。

【留意点】

介護支援専門員は、更新研修修了後に県に登録の申請を行い、介護支援専門員証（資格の有
効期間の記載あり）の交付を受けることが必要です。介護支援専門員証がないと介護支援専門
員としての業務に従事することができません。

また、介護支援専門員の配置がない場合、人員基準欠如に該当します。（欠如の期間によって
は、人員基準欠如減算に該当する場合及び人員基準欠如に該当することにより算定できない加
算があります。）施設として資格証の写しを保管し、資格失効とならないよう適切な管理を
行ってください。

 ※申請に係る手続きについては、群馬県ホームページを参照してください。

（赤本p.825）（基準条例第90号第5条第1項第6号、第9項） 
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事例４．常勤の看護職員の配置

9

（赤本p.825、896）（基準条例第90号第5条第6項、基準条例第87号第11条第5項） 

看護職員のうち、１人以上は常勤の者でなければならないとされています。

しかしながら、指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に配置されている常勤の看護
職員が１人のみとなっていましたが、当該常勤の看護職員が併設の通所介護事業所の看護職員
を兼務している事例がありました。

【留意点】

指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）には常勤の看護職員が必要です。

法人としては常勤雇用している職員であっても、指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホー
ム）と通所介護事業所等の職員等を兼務すると、それぞれの事業所等では非常勤として扱いま
す。



事例５．看護職員の配置
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（赤本p.824-825、895）（基準条例第90号第5条第1項第3号ロ、基準条例第87号第11条第1項第4号ロ） 

入所者数に対する、看護職員の配置ついては、次のとおり定められています。

①入所者数３０以下・・・常勤換算法で１以上

②入所者数３０超～５０以下・・・常勤換算法で２以上

③入所者数５０超～１３０以下・・・・常勤換算法で３以上

④入所者数１３０超・・・常勤換算法で３＋５０又はその端数を増すごとに１以上

しかしながら、看護職員の配置が、基準の人員配置を満たしていない事例がありました。

【留意点】

看護職員の配置が基準の人員を満たしていない場合は、減算の対象となります。

（青本p.879注1）



事例６．ユニット型施設の職員配置

11

入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、
ユニット型施設の職員配置について次のとおり定められています。

① 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

② 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

③ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

しかしながら、次のような事例がありました。

⚫ ユニットごとに必要な員数の介護職員又は看護職員を配置していない。

⚫ ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置していない。

（ユニットケアリーダー研修を受講した職員が2名以上配置されていない）

【留意点】

ユニットにおける職員の員数が基準に満たない場合は、減算の対象となります。

（青本p.881注3）

（赤本p.874、925-926）（基準条例第90号第53条第2項、基準条例第87号第40条第2項） 



事例７．ユニット型施設の勤務の管理
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ユニット型施設において、２ユニット単位で勤務を管理しているため、昼間において、ユ
ニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員が配置されているか明確になっていない事
例がありました。

ユニットごとの職員の配置が明確になるよう、ユニットごとに職員の勤務を管理することが
必要です。

【留意点】

２ユニットに２人を配置するのではなく、ユニットごとに１人の配置をする必要がありま
す。ユニットごとの職員配置が明確になるよう、勤務の管理を行ってください。

（赤本p.874、925-926）（基準条例第90号第53条第2項、基準条例第87号第40条第2項） 



Ⅱ事例編

２．運営基準について
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事例１．業務継続に向けた取組

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点か
ら、業務継続のための措置が必要となります。

しかしながら、従業者に対する必要な研修や訓練が適切に実施されていない事例がありました。

【留意点】業務継続に向けた取組については、次の事項について整備してください。

①業務継続計画の策定

※記載内容は、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び

「介護施設・事業所における 自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を御参照ください。

②研修及び訓練の定期的な実施（年２回以上※研修は新規採用時も）

③定期的な業務継続計画の見直し、変更

※①の業務継続計画が策定されていない場合、減算となります。 減算は「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して適用されます。

※令和6年10月1日に群馬県介護高齢課福祉施設係が送付したメールの内容及び添付の一覧表も参考にしてください(件名：(県介護高齢

課)「特養の委員会・研修等のまとめ資料」の送付)。 14

（赤本p.849-851、906-907）（基準条例第90号第30条の2、基準条例第87号第24条の2） 

「感染症に係る業務継続計画」

・平常時からの備え
・初動対応

・感染拡大防止体制の確立

「災害に係る業務継続計画」

・平常時の対応
・緊急時の対応
・他施設及び地域との連携



事例２．協力医療機関等

１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認する
こととされています。

しかしながら、1年に1回以上対応の確認をしていない事例がありました。

【留意点】

１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認する
とともに、協力医療機関の名称等を毎年県へ届け出る必要があります。

また、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努
めてください。協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協
定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行ってください。

（赤本p.854-855、910-911）（基準条例第90号第34条、基準条例第87号第27条） 
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Ⅱ事例編

３．入所者サービスについて
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事例１．身体的拘束等の適正化（委員会の開催）

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会は３月に１回以上開催することとされ
ています。

しかしながら、３月に１回以上開催していない事例がありました。

【留意点】

身体拘束を行っている入所者の有無にかかわらず、委員会を開催をすることが必要です。

また、３月以上の期間を空けずに計画的に開催するとともに、その結果について、従業者に
周知徹底を図ってください。
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（赤本p.836～837、899～900）（基準条例第90号第16条第6項第1号、基準条例第87号第15条第6項第1号） 



事例２．身体的拘束等の適正化（指針の整備）

身体的拘束等の適正化のための指針が整備されていない又は内容に不備がある事例がありま
した。

指針は、基準省令の解釈通知にある次の項目を盛り込む必要があります。

⚫ 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方

⚫ 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項

⚫ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

⚫ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針

⚫ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針

⚫ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

⚫ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

18

（赤本p.837、900）（基準条例第90号第16条第6項第2号、基準条例第87号第15条第6項第2号） 



事例３．身体的拘束等の適正化（研修の実施）

身体的拘束等の適正化のための研修を定期的（年２回以上）及び新規採用時に実施すること
としています。

しかしながら、年１回の実施事例や新規採用時に実施していない事例がありました。

【留意点】

研修は、年２回以上の実施に加え、新規採用時にも必ず実施してください。

研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発する
とともに、当該施設の指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする必要があります。

また、研修の実施内容について、記録することが必要です。

19

（赤本p.837、900）（基準条例第90号第16条第6項第3号、基準条例第87号第15条第6項第3号） 



事例４．身体的拘束等について、記録、解除に向けた取組が不十分

20

身体的拘束等について、その妥当性（切迫性・非代替性・一時性）や実施方法を検討し、必
要のない身体的拘束等が行われないようにするための所要の措置を講じていない事例がありま
した。

【留意点】

身体的拘束等については、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむ
を得ない理由を記録することはもちろん、解除に向けた取組の検討が重要です。

妥当性や実施方法の検討と共に、解除に向けた取組を行い、その結果を記録してください。

（参考）

「身体拘束ゼロへの手引き」厚生労働省

※身体的拘束等の適正化への取組が不十分な場合は、減算の対象となります。（青本p.881注4）

（赤本p.836、898-899）（基準条例第90号第16条第4項・第5項、基準条例第87号第15条第4項・第5項） 



事例５．事故発生の防止及び事故発生時の対応が不十分

次のような事例がありました。

① 事故発生の防止のための検討委員会等において、再発防止策の検討が行われていなかっ
た。

事故の集計だけでなく、分析を行い、再発防止策の検討が必要です。

② 事故発生の防止のための研修が年１回実施となっていた。

定期的な研修を年２回以上実施すると共に、新規採用時に実施する必要があります。

※研修内容を記録すること

③ 骨折以上の重大事故について、市町村へは報告していたが、県（介護高齢課）へ報告し
ていなかった。

重大事故が発生した際は、市町村及び県（介護高齢課）への報告が必要です。
21

（赤本p.857-859、912-914）（基準条例第90号第41条、基準条例第87号第31条） 
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【留意点】

事故発生防止及び発生時の対応として、次の内容を整備する必要があります。

○事故発生防止

⚫ 事故発生の防止のための指針の整備

⚫ 事故発生の防止のための委員会の開催（定期的）

⚫ 事故発生の防止のための従業者に対する研修の実施（年２回以上及び新規採用時）

⚫ 事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当者を設置

⚫ 事故報告及びその原因分析を通じた改善策の従業者に対する周知徹底

○事故発生時の対応

⚫ 救急救命等の措置及び市町村、家族等への連絡（重大事故は県へも報告）

⚫ 事故の状況及び事故に際してとった措置を記録

⚫ 賠償すべき事故に対して速やかに損害賠償（損害賠償保険に加入しておくことが望まし
い）

※事故発生防止のための取組が不十分な場合は、減算の対象となります。（青本p.881注5）



事例６．口腔衛生の管理

口腔衛生の管理について、次のとおり不適切な事例がありました。

①歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設の介護職員に対し、口腔

衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年２回以上実施していない。

②従業者又は歯科医師等が入所者ごとに施設入所時及び月に１回程度の口腔の健康状

態の評価を実施していない。

③技術的助言及び指導に基づき、必要な項目を記載した、入所者の口腔衛生の管理体

制に係る計画を作成していない。

【留意点】

口腔衛生の管理については、通知「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔
の実施及び一体的な取組について」を参考としてください。(緑本p.890～)

（赤本p.844）（基準条例第90号第22条の3） 
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事例７．栄養ケア・マネジメント（１／２）

栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントが基本サービスに位置づけられました。
施設（管理栄養士）は、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならないとされま

した。

しかしながら、管理栄養士が退職したことにより、栄養管理（栄養ケア・マネジメント）が適切に行
われていない事例がありました。

なお、栄養ケア・マネジメントを実施していない場合は減算となることに留意してください。
（青本p.882注8）

【着眼点】

① 多職種の者が共同して、入所者ごとの栄養ケア計画の作成

② 栄養ケア計画に従い、管理栄養士が栄養管理を行い、栄養状態を定期的に記録

③ 栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価、必要に応じ計画の見直し

※ 実際の実務については通知「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的な取組について」を参考としてく
ださい。 （緑本p.890～）

24

（赤本p.843-844）（基準条例第90号第22条の2） 



【栄養ケア・マネジメントの流れ】

●栄養スクリーニングの実施。入所者の低栄養状態のリスクを判断

●栄養スクリーニングを踏まえて、栄養アセスメントの実施

●栄養ケア計画を多職種共同で作成

●施設サービス計画と併せて入所者又は家族の同意を得る

●入所者ごとの低栄養状態のリスクに応じた期間内で、モニタリングの実施

●３月ごとに再栄養スクリーニングの実施

●再アセスメント、栄養ケア計画の見直し・変更

●体重測定は毎月実施

●必要に応じて、血液検査等を実施し、栄養状態の数値を把握

25

事例７．栄養ケア・マネジメント（２／２）



Ⅱ事例編

４．施設サービス計画について

26



施設サービス計画の作成は、施設に配置されている常勤専従の計画担当介護支援専門員が作

成に関する業務を行います。施設サービス計画は、ＰＤＣＡサイクル（計画→実行→評価→改

善）の循環過程を経て定期又は随時見直しを行うことが求められます。

新規で入所された利用者の場合、まず、介護支援専門員は、その利用者が今まで暮らしてき

た生活の様子、身体機能面、既往歴、本人の望まれる生活などをアセスメントし、利用者が自

立した日常生活を営めるよう、専門的な見地から施設サービス計画を作成します。

既に入所している利用者に対しては、定期的にモニタリングし、状態変化などがあった場合

は計画の見直しを行います。

また、施設サービス計画の作成にあたっては、日頃から入所者に直接関わっている介護・看

護職員をはじめ全ての担当者から、専門的な見地からの意見を求めるサービス担当者会議等に

おいて協議決定する必要があります。

27



※ 要介護更新認定又は要介護状態区分変更等施設サービス計画を変更する場合は、２～６のプロセスを踏むことと

なります。 28

１ 相談受付（インテーク）

２ 入所者の心身の状況について課題分析・事前評価（アセスメント）

３ 施設サービス計画の原案作成

４ 原案について意見を求めるためのサービス担当者会議の開催

５ 原案について入所者又は家族への説明・文書により入所者の同意を得る

６ 施設サービス計画の確定版を入所者へ交付

７ サービスの提供

８ 継続的に実施状況の把握（モニタリング）

９ モニタリングの結果、計画を変更する場合は、２～６のプロセスを実施

【施設サービス計画作成に係る一連のプロセス】



事例１．施設サービス計画の作成（１／２）

次のような事例がありました。

① 前入所施設からの情報提供書があるため、アセスメントを実施していない。

施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その
有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明
らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決す
べき課題を把握する必要があります。アセスメントにあたっては、入所者及びその家
族に面接して行ってください。

② サービス担当者会議等の開催、担当者に対する照会等により、多職種からの意見聴取や
検討を行っていない。

サービス担当者会議や担当者への意見照会等により、施設サービス計画の原案の内
容について、専門的な見地からの意見を求めてください。

29

（赤本p.838-841）（基準条例第90号第17条） 



事例１．施設サービス計画の作成（２／２）

③ 再入所者等の退院後の状態変化、褥瘡発生の有無、食事摂取等の課題、認知症等による
行動・その他入所者が抱える課題が計画に位置づけられていない。

状態の変化から生じる新たな課題や認知症行動・心理状況等、留意すべき対応方法
等をより詳細に記載する必要があります。

④ 要介護状態区分の変更があった入所者について、施設サービス計画の見直しがされてい
ない。

要介護状態区分の変更があった場合は、施設サービス計画の一連のプロセスに沿っ
て速やかに計画の見直しを行う必要があります。

30

（赤本p.838-841）（基準条例第90号第17条） 



事例２．サービスの提供の記録

褥瘡発症者について、褥瘡発症の経過(大きさや形状等）及び処置した記録が、発症した以
降２か月間なかった事例がありました。また、体位変換した記録がないものもありました。

【留意点】

記録はサービスの実施状況を評価したり、訴訟や苦情対応等の根拠資料となるものです。

施設サービスを提供した際は、サービス提供日、提供した具体的なサービスの内容、入所者
の心身の状況、その他必要な事項を適切に記録してください。

31

（赤本p.833）（基準条例第90号第13条第2項） 



Ⅱ事例編

５．介護報酬について

32



事例１．日常生活継続支援加算

日常生活継続支援加算の算定要件の１つとして、次の①から③の要件を満たす必要がありま
す。

① 算定日の属する月の前6月間又は前12月間における新規入所者総数のうち、要介護４
及び５の割合が70/100以上

② 算定日の属する月の前6月間又は前12月間における新規入所者総数のうち、日常生活
自立度Ⅲ以上の割合が65/100以上

③ 入所者総数のうち、たんの吸引等を必要とする者が15/100以上

しかしながら、いずれの要件も満たしていない事例がありました。

【留意点】

届出を行った月以降においても、毎月において①及び②については、直近6月間又は12月間、
③については、前4月から前々月までの3月間のこれらの割合が所定の割合以上であることが
必要です。これらの割合については、毎月記録し、所定の割合を下回った場合については、届
出の変更を行ってください。

33

（青本p.883-885） 



事例２．看護体制加算（Ⅱ）

看護体制加算（Ⅱ）の算定要件１つとして、看護職員の数は常勤換算方法で入所者の数が25
又はその端数を増すごとに１以上であり、かつ、最低基準の看護職員数の数に１を加えた数以
上であることとされています。

しかしながら、看護職員が機能訓練指導員を兼務している場合に、機能訓練指導員として従
事していた時間を含めて、常勤換算をしている事例がありました。

また、加算要件が常勤換算方法であることを失念しており、要件を満たしていない事例があ
りました。

【留意点】

看護業務以外に従事していた時間は、常勤換算の算定には含めることができないため、注意
が必要です。

34

（青本p.886-887）（緑本p.209 Q22） 



事例３．看取り介護加算（１／２）

看取り介護加算については、医師等が共同して作成した入所者の介護に係る計画について、
医師等のうちその内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意を得た日以降
が加算算定の起算日となります。

しかしながら、看取り介護計画に対する同意を得られた日より前から算定していた事例があ
りました。

35

（青本p.917-919） 



事例３．看取り介護加算（２／２）

【留意点】

○看取り介護加算の同意について

大きく分けて次の３つのポイントで、同意を得る必要があります。

①入所の際･･･看取り指針を入所者又は家族等に対し説明し、同意を得る。

②看取り介護開始時･･･

       「看取り介護計画」について、医師等、適当な者が説明し、同意を得る。

③看取り介護実施時、随時･･･

入所者の状態又は家族の求め等に応じ、随時、介護記録等入所者の記録を活用し、介
護の説明を行い、同意（意思確認）を得て看取り介護を行う。

  ※看取り介護加算の算定期間は、②看取り介護開始時の同意を得て以降からになります。

36

（青本p.917-919） 



事例４．褥瘡マネジメント加算

褥瘡マネジメント加算は、入所者全員を対象に、褥瘡の発生と関連あるリスクについて評価
を行い、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者全員に褥瘡ケア計画を作成する必要があ
ります。

しかしながら、次のような事例がありました。

⚫ 入所者全員を対象にリスク評価をせずに、褥瘡発症者のみに加算を算定していた。

⚫ 褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者の一部の者のみに褥瘡ケア計画を作成して
いた。

37

（青本p.925-926） 



Ⅱ事例編

６．その他の運営上の留意事項

38



１．虐待防止の取組（１／２）

高齢者の尊厳の保持や、人格の尊重に深刻な影響を及ぼす虐待を防止するために、虐待等の防止、
早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための措置が義務付けられま
した。

【着眼点】

① 委員会の定期的開催と内容の周知徹底

② 指針の整備

③ 研修の定期的な実施（年２回以上と新規採用時）

④ 虐待の防止に係る担当者の配置

⑤ 運営規程に虐待防止の措置に関する事項を規定

※①～④の措置を講じていない場合、「高齢者虐待防止措置未実施減算」となります。（青本p.882注6）

※④については、担当者が誰であるか明確にしておいてください。

※平成18年より施行された高齢者虐待防止法に定める「高齢者虐待の防止等のための措置」については、今までどおり実施。

39

（赤本p.859-862、914-916）（基準条例第90号第41条の2、基準条例第87号第31条の2） 



【虐待を疑う事案が発生した場合】

●各部署の責任者や施設長に速やかに報告すること。

●施設長を中心として、虐待を行っているおそれのある職員やその他の職員へ事実確認を行う
こと。

●虐待の事実が確認された場合、その原因の究明・分析を通じ、再発防止策を講じること。

※虐待の疑いがあると判断した段階で市町村へ通報する義務があります。

※通報することで「守秘義務違反」にはならないこと、解雇や不利益な取扱いを受けないこと
を従業員にしっかり周知しておく必要があります。

40

１．虐待防止の取組（２／２）



２. 掲示

41

（赤本p.855～856）（基準条例第90号第35条）

・運営規程の概要、従業者の勤務体制、協力医療機関、事故発生時の対応、苦情処理の体制、

提供するサービスの第三者評価の実施状況等の重要事項を施設の見やすい場所に「掲示」

しなければなりません。

・施設は、原則として、これらの重要事項をウェブサイトに掲載しなければなりません。

【留意点】

・「掲示」に代えて、重要事項を記載したファイル等を入所申込者、入所者及びその家族等が

自由に閲覧できる形で施設に備え付けることもできます。

・内容を修正した際は、修正後の重要事項を掲示してください。



42

おわりに

令和６年度の報酬改定において、新設や見直し等についてご注意ください。指定事業者とし
て関係法令に則って、適切な施設運営を行い、入所者に対するサービス向上に努めてください。

【特に注意】

・感染症や災害への対応力向上

未策定の場合は「業務継続計画未策定減算」の対象

・高齢者虐待防止の推進

未実施の場合は「高齢者虐待防止措置未実施減算」の対象

改定の詳細は、以下をご確認ください。
●厚生労働省ホームページ「令和６年度介護報酬の改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html


【参照条例等】

〇群馬県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成24年群馬県条例第90号）

○群馬県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成24年群馬県条例第87号）

【青本：令和６年4月版「介護報酬の解釈 1 単位数表編」】

〇指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年2月10日厚生省告示第21号）

〇指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部
分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

（平成12年3月8日老企第40号）

【赤本：令和６年4月版「介護報酬の解釈 2 指定基準編」】

・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年3月31日厚生省令第39号）

・指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平成12年3月17日老企第43号）

【緑本：令和６年4月版「介護報酬の解釈 ３Q&A・法令編」】

※資料上に記載されてる「赤本・青本・緑本」のページは、令和６年4月版のものとなります。 43
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